
阿賀野市告示第５８号 

 阿賀野市日常生活用具給付等事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

  令和５年４月３日 

                        阿賀野市長 田 中 清 善   

 

   阿賀野市日常生活用具給付等事業実施要綱の一部を改正する要綱 

阿賀野市日常生活用具給付等事業実施要綱（平成１８年阿賀野市告示第３６５号）の

一部を次のように改正する。 

第１条中「又は貸与すること等」を「すること」に、「用具の給付等」を「用具の給付」

に改める。 

第２条中「又は貸与」を削る。 

第４条中「等」及び「（貸与）」を削る。 

第５条第１項中「等」を削り、同条第２項中「等」、「、用具の貸与を決定したときは

日常生活用具貸与決定通知書（第５号様式）を」及び「貸与を決定した場合において、

当該用具を利用する者又はその扶養義務者との間に別に定める用具の貸借に関する契約

を締結するものと」を削り、「第６号様式」を「第５号様式」に改める。 

第６条見出し中「等」を削り、同条第２項を削る。 

第９条第３項を削る。 

第１０条中「等」及び「（貸与）」を削り、「第７号様式」を「第６号様式」に改める。 

 別表を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.13 



 

 



 



 第１号様式から第６号様式までを次のように改める。 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 第７号様式を削る。 

   附 則 

 この告示は、令和５年４月３日から施行し、改正後の阿賀野市日常生活用具給付等事

業実施要綱の規定は、令和５年４月１日から適用する。 


